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 長年叫ばれてきた、少子高齢化や労働人口の減少が遂に表面化し、多くの企業が人手不

足の深刻さを実感している中で、2022 年新卒の採用活動が始まっていますが、6 月 1 日よ

り面接が解禁となりました。 

 しかし、面接解禁を待たずに就活生の約 7 割が内定獲得済みであるというニュースも流

れています。 

 さらに、経団連による「採用に関する指針」の廃止が決定し、従来の春の一括採用偏重

を改め、通年採用が一般化する見込みとなり、ますます大手企業に人材が集中することで、

中小企業の人材確保がさらに困難になる危機的な状況が生まれています。 

 本稿では、この厳しい採用環境下で費用も人手も大手企業よりかけられない中小企業が、

新卒通年採用時代の人材獲得競争に生き残るための適切な採用活動＝最適な通年採用活動

とリファラル採用のポイントについて解説します。 

 

 

 日本の人口推計では、2013年の１億 2,730万人が、今から 27年後の 2048年に人口が１

億人に、2110年には半数以下に減少します。また、労働人口は、2010 年には約 6,730万人

いたものが、2030年には約 6,170万人と約 560 万人減少する見込みであり、危機的な状況

であることが実感できます。 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府「人口・経済・地域社会の将来像」より  

総務省労働力調査 統計局推計および国立社会保障・人口問題研究所の労働力調査を元に作成 

 

 

 2018 年に経団連が 2021 年春入社の学生から『就活ルール』を廃止すると表明し、2019

年には春の一括採用偏重型から、通年採用枠を拡大することで大学側と合意にいたってい

２│採用ルールの変遷     

１│採用活動に危機的な状況をもたらしている労働人口の減少     

１| 中小企業における通年採用の必要性 

約560万人減少 
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ます。それ以降は政府主導となりますが、採用環境は大きく変化しようとしています。 

 

◆採用ルール変遷のポイント 

①就職活動の学業への影響を懸念し、就職活動・採用活動の開始が年々後ろ倒しになり、企業研

究が進まず、学生が有名な大手企業に集中 

②一方で、結局水面下で採用活動を行う企業が増加し、採用ルールの形骸化が進む 

③経団連が採用に関する指針の廃止を表明し、政府主導の通年採用に移行予定 

 

◆採用ルールの変遷 

10～12月 １～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
・後期授業 ・試験

・春期休業
・前期授業 ・試験

・夏期休業
・後期授業 ・試験

・卒業

大学3年生 大学4年生

新卒通年採用の本格化を予定

2005年度卒

2013年度卒

2015年度卒

2016年度卒

2019年度卒

政
府
主
導

3/1～広報2020年度卒

2021年度卒 3/1～広報

2022年度卒

6/1～選考・内定者フォロー

6/1～選考・内定者フォロー

8/1～選考・内定者フォロー3/1～広報

3/1～広報 6/1～選考・内定者フォロー

6/1～選考・内定者フォロー

10/1～広報

12/1～広報

4/1～選考・内定者フォロー

4/1～選考・内定者フォロー

3/1～広報

 

 

 

 大手企業の通年採用開始≒選考入口・受験可能回数が増加しているということは、学生

が大手企業の選考に落選しても、何回でも再挑戦できるところまで門戸を広げていること

になりますので、中小企業は大手企業の選考から漏れた、いわゆる「優秀層のおこぼれ」

の恩恵すら受けることが難しい状況となっています。 

 こうした採用環境を踏まえ、自社にあった採用策＝通年採用における最適なマッチング

が中小企業の喫緊の課題と言えます。 

 

 

（１）新卒採用における通年採用の動向予測 学生の動き 

 従来の一括採用では、水面下の動きは別として、一斉に就職活動・採用活動が開始とな

４│中小企業の採用力強化につながる 通年採用対応のポイント     

３│通年採用の重要性     
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る目安がありました。一方、通年採用の場合、大学や就職情報社が行う就職活動ガイダン

ス、合同説明会などが一定の期間にまとまって行われることもなく、いつ、自分がどのタ

イミングで参加すべきかを見つけ出すことが難しくなります。 

 こうした中で、学生の動向は次の通り予測されます。 

 

①学年の枠を超えて活動し、自己を成長させながら就職活動を進める超優秀層 

②従計画的に学業（単位の修得）を進め、大学３年次の後半から活動する優秀層 

 ※従来の採用スケジュールでの優秀層にあたる。 

③上記①、②の中で、超大手企業を早期に受験し、落選してしまった優秀層 

 ※但し、通年採用により再度超大手企業の選考に参加し、内定を獲得する可能性あり。 

④部活動などをハイレベルで取り組み、就職活動開始が遅れる優秀層 

 ※大学４年次の秋口から活動を開始する学生の一部 

⑤周囲の学生の動きを見て、活動をなかなか開始しない主体性に欠ける層 

 

 上述の学生動向予測の内、①～④の中から優秀層を獲得することは必須ですが、中小企

業にとってこの優秀層から採用予定人数を確保することは、新卒人口の減少、学生の超大

手志向型就職活動の観点から、非常に困難だと言えます。 

 そうした中、中小企業が採用予定数を確保するためには、①～④に加え、⑤の主体性に

欠ける層にもアプローチをしなければなりません。ただし、ただ採用基準を下げて採用人

数を確保し続けても、企業力が弱まっていくことは必至です。 

 そこで、⑤の層については、通年採用を通し、インターンシップ・説明会・選考の中で

企業が学生を育成することで優秀層に引き上げることができる学生がいます。そうするこ

とで、学生側の自社に対する企業研究が進み企業理解度が上がり、成長を実感した学生は

企業への志望度も高まる可能性が高いため、適切なマッチングにもつながります。 

 まとめると、大手企業より人手も労力もかけられない中小企業は、少なくとも年に３回

は選考の入口を確保することが必須となります。 

 

（２）新卒採用における通年採用対応のポイント 

 通年採用における、企業と学生の動向予測を勘案し、通年採用に取り組む際のポイント

は次の通りとなります。 

 

①学生側・競合する企業側のスケジュールを把握する 

②学生をふるいにかける選考から、インターンシップや選考を通し、学生を育成する選考へ 

（ミスマッチの防止） 

③自社採用サイト整備（就職情報サイト掲載長期化による採用コスト増大を防止） 

④オンラインツールを活用する（時間効率ＵＰ） 



中小企業の採用力を強化する！ 通年採用とリファラル採用のポイント 

企業版情報レポート 

 
4 

 

 

 １章で解説した通り、現在、少子化による有効求人倍率の高まりと、大企業志向を受け

て採用活動が難航する中、応募を待っていても採用要件に合う人材がなかなか見つからな

い、出会えない状況が続いています。 

 こうした背景から、企業は応募を待つ姿勢から採用候補者を自ら探しにいく姿勢が求め

られるようになり、リファラル採用が注目されるようになりました。 

 リファラル（referral）とは、英語で紹介・推薦という意味で、リファラル採用とは、

社員を通して人材の紹介・推薦を受け、採用選考を行う手法のことです。 

 リファラル採用は、人材紹介会社や求人サイトなどといった既存の採用手法に頼らず、

人と人との個人的な繋がりを活用します。この方法によって採用候補者の質や信頼性を確

保し、採用のマッチング精度を高めることが期待できます。 

 更に、リファラル採用は、社員が自ら企業理念を友人や知人に伝えることで、社員の採

用に対する貢献度を高める動きにつながるとしても注目されています。 

 

 

 
出典：株式会社 MyRefer資料 

 

 従来の採用方法は、候補者が応募をし、書類審査等で選考を行い、人事部が面接を行っ

て採用するという一過性のものでした。リファラル採用は、社員、元社員、友人全員を自

社のファンにして、持続可能な採用を実現します。 

１│自社を良く知る社員からの紹介によるリファラル採用     
 

２| 良質な人材確保が期待できるリファラル採用 
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 （株）MyReferが公開した「リファラル採用の実施状況に関する企業規模・業界別 統計

レポート」によると、対象 506 社のうち、リファラル採用を実施している、または導入予

定と回答した企業が、全体の８割に上っています。 

 

企業のリファラル採用状況  2015年  2018年  2020年 

リファラル採用制度があり、実施している  10％  42％  63％ 

リファラル採用制度を導入予定  10％  23％  16％ 

リファラル採用制度はない  20％  14％  11％ 

リファラル採用制度は検討しない  60％  21％  10％ 

 

 実際に導入している企業では、社員の帰属意識が高まり、自社のブランディングが向上

したなどの効果が見られたと回答しています。これは、採用チャンネルが、社員の友人知

人、顧客やビジネス上の知人に広がるためです。 

 

 

 リファラル採用のメリットは、下記のとおりです。採用のミスマッチを防ぐ、採用コス

トを抑制する、社員の帰属意識を高めるなどのメリットがあります。 

 

①採用のミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上につながる！ 

採用候補者は社員から、企業理念や社風、職場の雰囲気、仕事内容、福利厚生といった労働環

境などについてある程度の情報を得ています。そのため採用のミスマッチが起こりにくく、職

場定着率が向上し、入社後の早期退職を防ぐ効果にもつながります。 

 

②採用コストの抑制につながる！ 

一般的な採用手法である人材紹介会社や求人媒体を経由しないため、採用にかかるコストの抑

制につながります。 

 

③転職活動をしていない転職潜在層にも会える！ 

転職市場で求めている人材を探すには激しい獲得競争が避けられません。リファラル採用で

は、潜在的な転職意識のある人材に直接コンタクトできるため、競争を回避しながらの人材獲

得が可能になります。 

３│リファラル採用のメリット     
 

２│増加するリファラル採用の実態     
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④社員の帰属意識を高める効果がある！ 

友人や知人に対して自社を紹介する際に、自分がなぜ今の会社を選んだのか、どんな仕事をし

ているのか、事業や仕事内容の面白みはどこのあるのか宣伝することになるため、当事者意識

や会社に対する愛着心を持つ機会を与えることができます。 

 

 

 リファラル採用を導入するにあたり、成功のポイントとなるのは、制度に関する社員の

理解と、社員へのインセンティブを明確にすることです。 

 

①リファラル採用制度の周知 

社員にリファラル採用に関する説明、場合によっては報奨金制度もあることを認知させる必要

があります。紹介報酬を想定している場合は、リファラル採用を制度化して社内規程や賃金規

程に盛り込んでおくことが必要です。 

 

②社員が動くメリットを作る 

リファラル採用のための人材紹介は社員にとっては義務ではありませんので、紹介するメリッ

トがないと社員はなかなか動きません。このため、金銭面だけでなく人事面でも、何らかの報

酬をインセンティブとして提供する等の工夫が必要です。 

社員に数値義務を負わせるのではなく、紹介してくれた社員を表彰することで、自発的に動い

てもらうことがポイントです。 

 

③社員の負担軽減のための工夫をする 

社員が説明しやすいように紹介方法のレクチャーをしたり、会社の魅力を簡単に説明できる動

画やパンフレットを事前に用意したりするのも一つの方法です。 

 

④社員側に、リファラル採用を推進してくれるメンバーをつくる 

実際に動く側（知人などを紹介する側）の社員は、当然通常業務があり、なかなかリファラル

採用に注力して動いてはくれません。そこで、リファラル採用をする側の社員から、リファラ

ル採用活動の重要性を理解し、他のメンバーに推進してくれる協力者をつくることが必要で

す。 

４│導入を成功させるポイント     
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 労働基準法には、「何人も法律にもとづいて許される場合のほか、業として他人の就業に

介入して利益を得てはならない」という規程があり、いわゆる職業紹介事業者として法律

にもとづく許可を得ていない場合には「業として」、簡単にいえばビジネスとして職業紹介

をすることは禁止されています。 

 この「業として」ということの判断基準としては、「反復して継続的に行なっている場合」

が問題となります。 

 「ある 1 人の社員が、大量に毎月のように誰かを紹介してくれる」というような実態に

なっていると、その人は「業として」、つまりビジネスで職業紹介をしているのではないか、

とみなされるリスクが高まります。 

 

【労働基準法 第６条】 

「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはなら

ない。」 

 

 職業安定法には、「労働者の募集を行なう者は、その被用者で当該労働者の募集に従事す

る者または募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合または

第 36条第 2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」という規

程があります。 

 この規程を要約すると、労働者の募集に従事する社員に対して「報酬を与えること」は

原則として禁止されているのですが、「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」

には例外として禁止ではないという解釈になります。 

 

【職業安定法 第 40条】 

「労働者の募集を行う者は、その被用者（労働者）で当該労働者の募集に従事するもの又は募集

受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合を除き、報酬を与えてはなら

ない。」 

１│法的リスクに関する理解     
 

３| リファラル制度導入時の留意点 
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 違法にならないためのポイントは２点です。一つは、就業規則や賃金規程に記載するこ

と、もう一つはインセンティブを高額にしないという点です。 

 

◆就業規則・賃金規程に記載する際のポイント 

●人材を紹介することを社員の業務の一部と位置づけ、人材紹介業務だけに対して報酬を与えて

いるわけではないことを規程 

●社員が人材を紹介しても良いことを制度として社内規程化し、その場合の報酬額も規程 

 

◆支給金額に関するポイント 

●報酬が高額だと、許可や届け出なく人材紹介業を行ったと判断される 

●資格を有するプロの人材紹介会社への報酬よりも低いレベルにおさえる 

 

 

 社員に社員紹介料という形で支払うのではなく、「会社に必要な人材を紹介したこと=会

社の必要な業務遂行に貢献したこと」に対して支払う手当という意味合いで、「社員紹介手

当」のようにして、賃金規程に明記することで報酬という意味合いが薄れ、逆に賃金性が

増します。社員紹介制度でお金を渡したいとなった場合には、必ず賃金規程に明記して明

確化しましょう。 

 また、賃金規程に規程する際の「支給要件」には、「社員紹介手当を支給するのは 3人ま

での紹介に限る」といったように紹介人数に上限を設けると、業として行なっているとみ

なされるリスクは減るので、こうした定めを賃金規程に織り込むことも一案です。 

 賃金規程の記載例を下記に示しましたので、参考にしてください。 

 

◆リファラル採用における賃金規程の例 

第○条 (社員紹介手当) 

１．会社の採用募集要項に対して該当すると見込まれる人材（以下、紹介者）を会社に紹介し、

採用に至った場合に紹介者一人につき一回限り、社員紹介手当を支給する。２人目以降も同

様とする。ただし、派遣限定の採用については対象外とする。 

２．なお、社員紹介手当の支給は、紹介者の採用日から６ヵ月経過以降も在職している場合に全

額支給し、６ヵ月以内に自己都合により退職した場合は支給しない。 

３│規程改定のポイント     
 
 

２│違法にならないための留意ポイント     
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３．社員紹介手当は、紹介者の実務経験、年齢および資格等を考慮したうえで、会社が決定する

ものとし、区分は以下のとおりとする。 

４．当該手当の支給は、社員 1人につき年間３人の紹介までに限るとする。 

５．なお、本社員紹介制度（リファラル採用）は、優秀な社員の採用及び長期安定的な雇用を図

ることを目的として実施するものである。 

 

◆賃金規程 社員紹介手当の例 

社員紹介手当 判断基準 

100,000円 該当業務の実務経験・知識があり、かつ即戦力と見込まれる（社員） 

70,000円 
該当業務の実務経験・知識はあるが即戦力と見込まれない、または実務経験

はないが、業務に対応可能な経歴と知識を有する（社員） 

50,000円 
該当業務の実務経験・知識がない 

（社員、契約社員またはパートタイム従業員） 

 

 この他、「紹介手当」名目以外に、リファラル採用のための交通費や飲食費について、実

費を支給する制度も有効です。また、こうしたリファラル採用の社員紹介手当は、社会保

険上も税法上も賃金に該当します。 

 そのため所得税の課税対象となりますし、社会保険の標準報酬月額にも加味する必要が

あり、所得税・社会保険料の金額が上がることにもなるので、その点も注意が必要です。 

 

 

 ご紹介した規程例では、手当の上限を 10万円に設定しました。 

 紹介者への紹介料の給付金額が、一般的な相場に比べ高額の場合は、報酬としてみなさ

れやすくなります。 

 明確な基準はありませんが、インセンティブ（紹介手当）の支給額は、「３万円から 10

万円程度」が一般的で、この程度であれば、問題となるリスクは少ないと考えます。 

 たとえば、紹介報酬を 100 万円などとした場合、転職エージェントに支払う金額に近く

なるため、違法な報酬として判断される可能性が高まりますので注意が必要です。 

４│紹介者への報酬金額     
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 近年、新卒採用において通年採用が拡大しつつありますが、その成功事例（成果）はま

だはっきりとは見えてきていません。ただし、通年採用の導入が進む大手企業や学生の動

きを知ることは、中小企業が適切なタイミング、回数で通年採用に取り組むためには非常

に重要です。 

 ここで、新卒の通年採用を導入している企業事例を紹介します。 

 

◆通年採用導入企業事例 

大手通信ＳＢ社 

「必要な時に必要な人材を採用するのがあるべき姿」との考えから 2015

年に「ユニバーサル採用」と名づけた通年採用へ移行。 

「ユニバーサル採用」では、日本の従来の新卒一括採用とは異なり、挑戦

する意欲ある方には広く門戸を開き、自由な時期に自己の意思で活動を行

えるようにしている。また、募集対象は新卒・既卒は問わず、一度就職を

した方でも、再度挑戦することが可能。 

また、入社時点で 30 歳未満という条件さえ満たせば、新卒・既卒を問わ

ず、いつでも誰でも応募でき、入社時期も４、７、10 月から選べる。 

応募対象者：入社時 30歳未満の新卒/既卒/就業者 など 

 

インターネット・ 

サービス事業 

ＹＨ社 

2016 年 10 月から「新卒一括採用」を廃止し、新卒、既卒、第二新卒など

経歴にかかわらず 30歳以下の方であれば応募できる「ポテンシャル採用」

として、通年採用を行っている。 

応募対象者：新卒・既卒・就業者 

（応募時 30歳以下かつ入社時 18歳以上） 

 

インターネット・ 

サービス事業 

ＭＫ社 

国籍や学歴（学年、学部、学科）は一切不問で通年採用を実施。 

インターンシップの受け入れも積極的に行っている。 

応募対象者：新卒、既卒は問わない 

 

インターネット・ 

サービス事業 

ＲＴ社 

人材のグローバル化を進める同社は 2015 年から新卒エンジニア職で通年

採用を導入。各国の大学の卒業時期はバラバラだが、選考・入社時期を個

別に選択できるので、国内外から多様な人材を確保しやすい。 

１│通年採用導入企業事例     
 
 

４| 採用活動を成功させた企業の取り組み事例 
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ＩＣＴサービス 

ＦＪ社 

新卒採用は、2020 年６月以降通年で採用選考を実施している。 

※通年採用については、「通常コース」の中の「自由応募-OPENコース」の

みが対象 

応募対象者：大学・大学院・高専の卒業／修了（見込み含む）の方 

新卒・既卒・職歴不問 

 

その他サービス業

ＲＬＳ社 

大学３年生の３月から 27 歳まで 365 日エントリーを受け付けている。 

「入社パスポート」と「最終面接パスポート」の２種類の「２Year パス

ポート」を交付している。 

キャリア観醸成の機会として、通年実施の社員座談会、実務型長期インタ

ーンシップを実施している。 

「最終面接パスポート」：２次面接通過者は、２年以内であれば最終面接 

から選考をスタートできる。 

「入社パスポート」：内々定受諾者は、卒業後２年以内であれば入社時期

を選べる。 

  

 

 厚生労働省「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」などから事例を紹介します。 

 

 

主な事業 風水力事業、環境プラント事業、精密・電子事業、飲食サービス業 

従業員数 
連結 17,080 名 
単体 4,016 名 

Ａ社グループ Ａ社および関係会社 96社 

特  徴 若手社員を中心とした一部の求人でリファラル採用を導入 

実  績 
内定承諾者：17名（2020 年 10月時点） 

キャリア採用：3名    2021年新卒採用：14名 

効  果 
・会社と社員のミスマッチが低減し、入社後の定着率向上が期待 

・転職市場に出ていない人材にもアプローチすることが可能 

※従業員数：2019年 12月末現在 

 

 Ａ社は、長期ビジョン「E-Vision2030」における人材戦略として多様な人材の活躍促進

を掲げています。多様な社員が働き甲斐と働きやすさを感じ活躍できる企業になるために、

2019 年９月からリファラル採用を実施しています。 

Ａ社の導入ポイント～若手社員の求人から全求人へ拡大 

２│リファラル採用に成功したＡ社の事例     
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 近年、新卒・キャリア採用は競争が激化しており、特に若年層は少子高齢化の影響もあ

って、採用が難しい世代となっています。リファラル採用を実施することで、会社と社員

のミスマッチを低減させ、入社後の定着率向上が期待できるほか、転職市場に出ていない

人材にもアプローチすることが可能となり、多様な人材が採用できる効果に期待していま

す。 

 

●取組の内容①（社員説明会の実施） 

 Ａ社は、リファラル採用を導入するにあたり、入社１～５年目の社員を対象に説明会を

開きました。「リファラル採用は若手人材を集めるのに向いている」として、今後５年間で

中途採用の３割をリファラル採用にしたい考えを説明しました。 

 

●取組の内容②（クラウドサービス「Refcome（リフカム）」の導入） 

 募集職種への理解を促し、さらに「Ａ社らしさ」に共感した人材の確保を推し進めるた

め、株式会社リフカムが提供しているリファラル採用支援の「Refcome」導入に至りました。 

 「Refcome」は、リファラル採用の知見があるコンサルタントと並走してリファラルを推

進していけることや、きちんとリファラルの成果を数値で可視化できること、効率的に社

員に周知が出来るシステムに魅力を感じ導入するに至りました。 

 同社では、多様な人材の獲得チャンスを広げるとともに、社員がモチベーション高く働

ける職場環境の実現を目指しています。現在は、若手社員を中心とした一部の求人でリフ

ァラル採用を導入していますが、今後はＡ社の全求人での導入を予定しています。 

 

 通年採用・リファラル採用のどちらも、人材の採用にとって大切なのは、自社と競合す

る企業がいつ・どのように・どのような人材をターゲットに活動しているかを捉えること、

また、自社がかけられる労力を鑑み、自社に必要な人材を獲得するには何を行うべきかを

具体的に企画し、実行することです。 

 

 本稿が、中小企業の皆様の採用活動の成功＝適切なマッチングの一助となりましたら幸

いです。
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